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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】施設保全課 市営住宅係 

個人情報ファイルの名称 修繕保守管理 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 施設保全課 

個人情報ファイルの利用目的 団地の修繕対応管理を行う事務 

記録項目 

1.団地名、2.建物名、3.部屋名、4.契約書名、5.修繕保守名、

6.請求金額 

記録範囲 団地入居者 

記録情報の収集方法 本人又は同居人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

R5.4.1 修正 ※施設保全課 住宅係発足の為 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】施設保全課 市営住宅係 

個人情報ファイルの名称 請求入金台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 施設保全課 

個人情報ファイルの利用目的 市営住宅使用料の収納事務を行うため 

記録項目 

1.団地名、2.建物名、3.部屋名、4.契約書名、5.家賃、6.共益

費 

記録範囲 団地入退去者、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人又は同居人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

R5.4.1 修正 ※施設保全課 住宅係発足の為 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】施設保全課 市営住宅係 

個人情報ファイルの名称 賃貸契約 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 施設保全課 

個人情報ファイルの利用目的 市営住宅の入退去に関する事務を行うため 

記録項目 

1.建物名、2.部屋名、3.契約書名、4.契約タイプ、5.家賃、6.

共益費、7.共益費、8.駐車場料、9.車台数、10.備考、11.ステ

ータス 

記録範囲 団地入退去者、同居人、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人又は同居人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

R5.4.1 修正 ※施設保全課 住宅係発足の為 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】施設保全課 市営住宅係 

個人情報ファイルの名称 収入認定管理 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 施設保全課 

個人情報ファイルの利用目的 団地入居者の収入認定事務を行うため 

記録項目 

1.団地名、2.建物名、3.部屋名、4.契約書名、5.入居日、6.タ

イプ、7.所得額合計、8.控除額合計、9.所得月額、10.収入分

位、11.現家賃、12.新家賃、13.経過年数、14.ステータス 

記録範囲 団地入去者及び同居人 

記録情報の収集方法 本人又は同居人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

R5.4.1 修正 ※施設保全課 住宅係発足の為 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】施設保全課 市営住宅係 

個人情報ファイルの名称 申請管理 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
都市建設部 施設保全課 

個人情報ファイルの利用目的 入居者の各種申請に関する事務を行うため 

記録項目 

1.団地名、2.建物名、3.部屋名、4.申請者名、5.ステータス 

記録範囲 団地入去者及び同居人 

記録情報の収集方法 本人又は同居人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

R5.4.1 修正 ※施設保全課 住宅係発足の為 

作成日：令和５年４月１日 


